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1
．
本
稿
の
目
的

優
生
学
は
、
一
九
世
紀
に
人
間
社
会
に
隣
接
す
る
自
然
科
学
と
し
て
発
達
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
国
際
的
に
、
あ
る
程
度
確
立
し
た

学
問
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
学
問
の
社
会
性
と
は
、
当
時
の
未
熟
な
医
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
社
会
政
策
の
結
果
も
包
含
し

な
が
ら
人
間
の
能
力
を
序
列
化
、
選
別
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
同
時
に
人
間
の
種
と
し
て
の
劣
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
そ
の
保
護

と
向
上
に
か
か
る
社
会
的
支
出
お
よ
び
政
治
、
社
会
的
不
安
定
化
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
弱
者
と
し
て
生
ま
れ
、
ま
た
特
定
の
疾
病
に
り

患
し
た
人
々
を
物
理
的
に
追
い
詰
め
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。
弱
け
れ
ば
他
国
か
ら
支
配
・
服
従
を
強
い
ら
れ
、
強
け
れ
ば
逆
の
立
場

に
な
る
と
い
う
、
拡
張
と
支
配
を
旨
と
す
る
近
代
国
民
国
家
が
思
想
と
し
て
持
つ
宿
命
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
優
生
学
が
、
自
身
の
「
優

秀
性
」
の
根
拠
を
な
ん
ら
説
明
せ
ず
、
身
体
能
力
や
知
的
優
劣
か
ら
「
劣
悪
」
と
決
め
つ
け
た
人
間
に
対
し
て
一
方
的
に
向
け
た
排
除
の
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論
理
こ
そ
、
ま
さ
に
先
進
国
間
の
軍
拡
競
争
と
二
つ
の
世
界
大
戦
を
招
い
た
元
凶
の
思
想
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
優
生
学
は
、
二
〇
世
紀
中
に
人
類
が
招
い
た
負
の
遺
産
と
極
め
て
密
接
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
先
進
国
の
一
部
で

政
治
・
社
会
政
策
の
見
地
か
ら
立
法
化
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
不
幸
な
境
遇
に
生
ま
れ
、
弱
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
人
々
が
、
本
人
と
無
関
係

な
第
三
者
の
判
断
に
よ
り
断
種
お
よ
び
抹
殺
を
決
定
さ
れ
、
執
行
さ
れ
る
と
い
う
異
常
な
事
態
へ
と
発
展
し
た
。
犠
牲
に
な
っ
た
の
は
主

に
精
神
を
含
む
障
が
い
者
、
虚
弱
者
、
特
定
の
伴
性
遺
伝
を
有
す
る
人
々
の
ほ
か
、
ハ
ン
セ
ン
病
や
結
核
患
者
、
そ
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
依

存
症
や
性
病
患
者
、
さ
ら
に
国
に
よ
っ
て
は
少
数
民
族
等
に
ま
で
及
ん
だ
。
同
時
に
優
生
学
は
常
に
マ
ク
ロ
、
ミ
ク
ロ
の
人
口
政
策
と
も

深
く
関
連
し
て
い
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
ス
イ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
の
北
欧
を
は
じ
め
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
州
の
法
の
名
の
も
と
に
、
生
命
の
継
続
性
と
し
て
の
自
己
の
役
割
を
絶
た
れ
る
措
置
、
あ
る
い
は
極
端
な
場
合
に
は
抹

殺
の
措
置
が
行
わ
れ
た
。
わ
が
国
で
も
不
幸
に
し
て
障
が
い
ま
た
は
疾
病
に
連
な
る
伴
性
遺
伝
を
持
っ
て
生
ま
れ
、
ま
た
は
途
中
で
障
が

い
者
と
な
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
等
に
り
患
し
た
人
々
が
、
同
様
に
国
内
法
の
も
と
で
犠
牲
に
な
っ
た
。

優
生
学
に
基
づ
く
立
法
措
置
で
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
人
々
が
、
尊
い
自
ら
の
無
辜
の
体
を
障
が
い
や
病
に
侵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
時
の
絶
望
感
は
想
像
に
難
く
な
い
。
加
え
て
自
ら
が
属
す
る
政
府
に
よ
っ
て
不
妊
や
断
種
の
措
置
を
施
さ
れ
る
と
知
っ
た
時
の
心

情
は
、
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
ま
し
て
や
こ
の
事
実
を
認
知
で
き
な
い
子
ど
も
や
障
が
い
者
等
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
ん
に

ち
、
身
の
不
幸
と
絶
望
と
い
う
事
実
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
懸
命
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
々
を
社
会
全
体
の
力
で
支
え
る
の

が
社
会
政
策
で
あ
る
。
国
際
連
合
の
世
界
人
権
宣
言
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
こ
の
見
解
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
同
じ
時
間
と
空
間
を
分

か
ち
合
っ
て
い
る
、
生
き
と
し
生
け
る
人
間
と
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
正
確
に
い
え
ば
日
本
国
の
法
体
系
か
ら
優
生
思
想
が
少
な
く
と
も
完
全
に
駆
逐
さ
れ
る
の
は
一
九
九
六
年
で
あ
る
。
ら
い
予

（
i）

（
ii）

（
iii）
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防
法
や
優
生
保
護
法
が
優
生
学
に
よ
る
人
間
の
権
利
侵
害
に
直
接
に
結
び
付
く
と
断
言
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
も
そ
の
被
害
や

疑
念
を
除
去
す
る
べ
き
日
本
政
府
の
対
応
は
遅
き
に
失
し
て
お
り
、
そ
の
責
任
の
一
端
は
社
会
政
策
学
に
属
す
る
わ
れ
わ
れ
の
怠
慢
と
認

識
不
足
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
戦
前
、
わ
が
国
に
お
い
て
優
生
学
お
よ
び
優
生
政
策
が
跋
扈
し
て
い
た
こ
ろ
、
当
時
の
社
会

政
策
を
唱
え
る
側
の
人
々
が
優
生
学
を
称
賛
し
、
推
進
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

付
言
す
る
が
、
本
稿
は
優
生
学
を
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
で
示
し
て
い
る
「
生
存
権
」
と
の
か
か
わ
り
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
上
位
概
念
で
あ
る
べ
き
人
間
の
完
全
平
等
、
人
間
の
尊
厳
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
部
分
に
主
に
焦
点
を
当
て
、
何
故
に
社
会
政
策
が
有
す
る
本
質
を
わ
き
ま
え
ず
、
今
や
全
世
界
共
通
と
な
っ
た

人
間
の
権
利
に
関
す
る
見
解
と
正
反
対
の
主
張
が
ま
か
り
通
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
究
明
を
し
た
い
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
明
ら

か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
稿
は
優
生
学
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
下
で
遂
行
さ
れ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
Ｔ
4
作
戦
や
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
抹
殺
と
強

引
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
い
え
ば
優
生
学
に
お
け
る
日
本
で
の
先
行
研
究
は
数
多
い
。
代
表

的
な
米
本
昌
平
、
市
野
川
容
孝
、
松
原
洋
子
ら
に
よ
る
生
命
倫
理
的
観
点
か
ら
の
優
生
学
の
紹
介
と
詳
細
な
研
究
が
、
精
緻
か
つ
中
立
的

な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
戦
時
下
の
全
体
主
義
体
制
批
判
に
安
易
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
諸
理
論
を
克
服

す
る
点
で
優
れ
て
い
る
も
の
の
、
戦
前
か
ら
社
会
政
策
の
分
野
で
優
生
学
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
社
会
政
策
へ
の

優
生
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
的
な
論
究
や
分
析
を
示
す
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

社
会
政
策
学
の
最
近
の
動
き
か
ら
い
え
ば
、
杉
田
菜
穂
は
『
人
口
・
家
族
・
生
命
と
社
会
政
策　

日
本
の
経
験
（
二
〇
一
〇
）』
に
お
い

て
優
生
学
を
人
口
政
策
と
の
か
か
わ
り
で
述
べ
た
戦
前
の
知
識
人
の
「
社
会
学
的
」
社
会
政
策
の
見
地
を
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
肯
定
的

に
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
『＜

優
生＞

・＜

優
境＞

と
社
会
政
策
（
二
〇
一
三
）』
に
お
い
て
、
優
生
学
に
よ
る
主
張
を
社
会
政
策
と
同
一

（
iv）

（
v
）

（
vi）

（
vii）
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に
と
ら
え
、
主
要
な
分
析
の
項
目
で
あ
る
人
口
政
策
の
他
に
児
童
教
育
や
婦
人
論
と
幅
広
く
紹
介
し
な
が
ら
、
今
日
の
社
会
政
策
の
厚
み

が
、
一
つ
の
経
済
学
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
、
従
来
見
ら
れ
た
社
会
政
策
の
歴
史
分
析
を
、

周
辺
諸
科
学
の
存
在
と
実
証
分
析
か
ら
徐
々
に
広
げ
る
と
い
う
点
で
重
要
な
役
割
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
杉
田
の
論
述
に
は
優
生
学

そ
の
も
の
が
有
す
る
負
の
部
分
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
に
没
価
値
的
分
析
を
貫
い
て
い
る
。

2
．
福
祉
生
産
主
義
者
た
ち
が
求
め
た
優
生
学

優
生
学
が
世
界
的
な
否
定
の
始
ま
り
と
な
っ
た
動
機
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
あ
ま
り
に
も
冷
徹
か
つ
残
虐
な
行
為
が
表

面
に
出
て
、
世
界
中
が
震
撼
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
機
に
よ
っ
て
、
優
生
学
の
発
達
が
当
時
の
極
端
な
国
家
観
を
唱
え
る
人
々

に
よ
る
、
欧
米
諸
国
の
保
守
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
人
種
差
別
主
義
に
満
ち
た
、
搾
取
と
領
土
拡
張
の
野
望
に
凝
り
固
ま
っ
た
人
々
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
実
際
は
そ
の
逆
の
立
場
、
す
な
わ
ち
労
働
者
階
級
を
も
っ
て
自
由
と
平
等
に
基
づ
く
人
類
の
幸

福
と
福
祉
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
社
会
主
義
政
党
お
よ
び
団
体
か
ら
の
方
が
、
む
し
ろ
積
極
的
に
優
生
政
策
、
優
生
運
動
を
起
こ
し
て
い

た
事
実
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
前
半
の
「
良
識
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
、
劣
等
と
決
め
つ
け
た
人
々
を
追
い
詰
め
た
の
で

あ
る
。
ス
ペ
ク
ト
ロ
ス
フ
ス
キ
ー
ら
（S

pektorow
ski A

. and Ireni-S
aban L

. 2014

）
は
、
産
業
や
社
会
の
効
率
と
生
産
性
向
上
に
よ
っ

て
福
祉
社
会
の
実
現
を
目
指
す
社
会
民
主
主
義
的
視
点
を
福
祉
生
産
主
義
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
福
祉
生
産
主
義
の
グ
ル
ー
プ
が
人
種
差
別
的

分
断
、
殲
滅
の
思
想
に
走
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
の
論
理
か
ら
発
達
し
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
初
期
優
生
学
の
社
会
的
応
用
に
関
心
が
高
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
は
、
社
会
改
良
を
同
時
に
唱
え
た
が
、
社
会

改
良
の
基
本
的
視
点
に
は
多
分
に
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
っ
た
。
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
思
想
の
浸
透
に
は
、
た
と
え
ば

（
viii）

（
ix）

（
x
）

（
xi）
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「
社
会
工
学
」
や
、「
人
口
政
策
」
が
あ
っ
た
。
優
生
学
と
社
会
、
政
治
思
想
に
関
す
る
今
日
の
研
究
で
は
、
福
祉
生
産
主
義
と
い
わ
れ
る

グ
ル
ー
プ
に
代
表
さ
れ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
、
社
会
民
主
党
政
権
治
世
下
の
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
そ
し

て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
愛
国
主
義
集
団
と
社
会
民
主
党
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
社
会
主
義
思
想
と
優
生
学
の
親
和
性
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
北
欧
の
国
々
で
断
種
法
が
成
立
し
た
一
九
三
〇
年
代
に
、
こ
れ
ら
の
国
々
で
共
通
に
唱
え
ら
れ
て
い
た

の
は
、「
生
産
的
福
祉
主
義
（productive w

elfarism

）」
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
も
も
っ
と
も
単
純
明
快
な
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア

ン
協
会
の
社
会
主
義
思
想
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
属
す
る
主
要
な
人
物
た
ち
が
描
く
社
会
は
、
今
日
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
福

祉
社
会
と
し
て
存
続
す
べ
き
社
会
主
義
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
社
会
主
義
を
促
進
・
普
及
す
る
手
段
と
し
て
、
自
国
の
普
遍
的
運
動
と
一
国

的
運
動
を
巧
み
に
総
合
化
す
る
必
要
に
駆
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
も
そ
の
国
の
民
主
主
義
的
文
化
を
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
社

会
主
義
を
目
指
す
政
治
勢
力
と
し
て
自
国
の
社
会
政
策
や
経
済
政
策
に
介
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
優
生
運
動
の
よ
う
な
社
会
政

策
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
的
文
化
の
創
造
に
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
示
し
続
け
る
こ
と
が
社
会
を
強
化
し
、
福
祉
を
実

現
す
る
方
法
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
優
生
運
動
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
担
っ
て
い
る
重
荷
で
あ
る
国
内
人
種
間
の
対
立
や
宗

教
上
の
対
立
、
身
分
の
残
滓
や
男
女
間
の
か
い
離
等
の
社
会
問
題
が
、
社
会
主
義
の
下
で
の
生
産
的
福
祉
主
義
に
よ
っ
て
解
決
に
向
か
う

と
考
え
た
。
こ
う
し
て
当
初
か
ら
社
会
問
題
と
し
て
貧
困
に
取
り
組
み
、
人
口
の
多
数
を
占
め
る
労
働
者
階
級
の
統
治
に
よ
る
社
会
を
理

想
と
し
、
人
類
の
未
来
に
希
望
を
託
す
「
科
学
的
」
社
会
主
義
者
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
優
生
学
の
主
張
が
起
こ
っ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
後
の
労
働
党
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
一
八
八
二
年
に
設
立
さ
れ
、
一
八
八
九
年
か
ら
本
格
的
に
政

治
活
動
を
始
動
し
た
。
創
設
当
初
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
政
治
性
の
強
い
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
倫
理
的
社

会
改
良
の
強
調
に
よ
っ
て
、
穏
健
か
つ
段
階
的
な
新
し
い
社
会
主
義
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
階
級
で
あ
っ

（
xii）

三
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政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
）

（
六
二
六
）

た
創
立
者
の
Ｆ
．
ポ
ド
モ
ア
（F

rank P
odm
ore

）
や
Ｅ
．
ピ
ー
ス
（E

dw
ard P

ease

）
た
ち
は
、
新
し
い
生
活
を
唱
え
る
集
団
と
し
て

フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
会
員
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
後
に
有
名
な
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
（G

. B
. S
how

）
や
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
（S

idney 

and B
eatrice W

ebb

）
が
こ
れ
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
数
的
に
は
微
々
た
る
集
団
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
社
会
主
義
思
想
は
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
西
側
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
が
イ
ギ

リ
ス
の
福
祉
国
家
及
び
北
欧
の
社
会
民
主
主
義
政
権
に
優
生
主
義
的
社
会
政
策
と
し
て
の
思
想
を
広
め
た
、
と
主
張
す
る
代
表
者
は
『
優

生
思
想
の
歴
史
』
を
著
し
た
ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
（
邦
訳　
二
〇
〇
〇
）
で
あ
る
。
ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
後
に
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
加
わ

り
、
そ
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
、
優
生
学
的
思
想
の
洗
礼
を
早
く
か
ら
受
け
て
い
た
と
い
う
。
彼
ら
は
代
表
作

「
産
業
民
主
制
論
」
を
著
し
た
が
、
こ
こ
で
展
開
し
た
国
民
的
効
率
（national effi  ciency

）
の
思
想
に
当
時
の
優
生
学
に
よ
る
影
響
が
端

的
に
表
れ
て
い
る
。
疑
い
も
な
く
彼
ら
に
と
っ
て
社
会
民
主
主
義
的
理
念
と
は
、
属
す
る
国
家
を
生
産
的
で
安
定
化
し
た
産
業
的
民
主
主

義
社
会
と
し
て
留
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
原
始
的
な
資
本
主
義
関
係
の
下
で
、
優
秀
で
は
な
い
資
本
家
に
よ
る
経
営
が
も
た
ら
す
非
生
産

性
、
非
効
率
性
、
階
級
対
立
な
ど
の
稚
拙
な
資
本
主
義
制
度
に
代
わ
っ
て
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
は
「
人
間
的
な
」
生
産
性
至
上
主
義
的
社

会
を
構
想
し
た
。
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
政
府
に
よ
る
産
業
政
策
や
社
会
政
策
へ
の
介
入
も
、
こ
の
視
点
か
ら
正
当
化

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
当
時
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
全
体
主
義
、
国
家
社
会

主
義
の
思
想
的
興
隆
と
も
連
結
し
て
い
る
。
ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（B

eatrice W
ebb

）
が
優
生
主
義
者

と
な
っ
た
の
は
若
い
頃
で
、
彼
女
が
影
響
を
受
け
た
人
物
は
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert S
pencer

）
の
ほ
か
に
ゴ
ル
ト
ン

（S
ir F
rancis G

alton

）
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（S

idney W
ebb

）
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
的
経
済
政
策

は
、
優
生
思
想
に
基
づ
い
た
も
の
だ
、
と
述
べ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
二
〇
世
紀
初
め
に
開
か
れ
た
救
貧
法
王
立
委
員
会
に
関
し
て
、
イ
ギ

（
xiii）
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優
生
学
と
社
会
政
策
（
矢
野
）

（
六
二
七
）

リ
ス
医
学
雑
誌
（B

ritish M
edical Journal 1909

）
で
述
べ
た
彼
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
救
貧
法
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
国

内
で
年
間
二
〇
〇
万
ポ
ン
ド
も
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
傾
向
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
反
優
生
学
的
で
あ
る
。
救

貧
法
の
受
給
者
で
あ
る
弱
々
し
い
妊
婦
、
両
性
の
居
住
が
許
さ
れ
た
一
般
混
合
型
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
、『
救
貧
法
』
は
優
生
学
的
見
地

か
ら
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
優
生
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
自
由
放
任
と
は
全
政
策
の
中
で
最
悪

の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
知
的
な
考
え
方
や
目
的
達
成
の
選
択
を
拘
束
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
公
的
な
制
度
が
引
き
起
こ
す
最

初
の
結
果
と
い
う
も
の
は
、
最
も
感
情
的
な
個
人
的
慈
善
心
の
ほ
と
ば
し
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
政
府
も
抑
止
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。」
こ
の
表
現
か
ら
ウ
ェ
ッ
ブ
の
貧
困
者
に
対
す
る
視
点
は
、
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
が
実
定
法
の
判
例
と
し
て
伝
統
的
に
扱
っ
て
き

た
救
済
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
な
く
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
収
容
者
等
を
優
生
学
の
見
地
か
ら
生
物
的
退
化
の
理
論
の
実
例
と
受
け

止
め
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。
実
際
ウ
ェ
ッ
ブ
は
「
救
貧
法
は
不
適
者
の
生
殖
を
助
長
す
る
も
の
だ
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
る
と
い
う
。

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は
、
救
貧
法
に
よ
る
歴
史
観
に
お
い
て
貧
民
救
済
を
受
け
る
対
象
者
が
劣
化
を
繰
り
返
す
集
団
と
し
て
み
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
た
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
の
、
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
と
優
生
学
に
関
す
る
考
え
方
は
、
後
述
す
る
日
本
の
優
生
学
専
門
誌

『
大
日
本
優
生
会
々
報
』
に
も
紹
介
さ
れ
、
日
本
の
優
生
運
動
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
優
生
思
想
が
進
行
す
る
中
で
、
彼
ら
優
生
主
義
者
が
対
象
と
す
る
「
劣
勢
な
」
人
々
へ
の
断

種
や
不
妊
措
置
と
い
う
具
体
的
な
優
生
運
動
の
実
施
が
叫
ば
れ
た
が
、
国
民
的
効
率
す
な
わ
ち
優
生
思
想
へ
と
顕
著
に
高
め
た
中
心
人
物

は
、
国
会
議
員
で
あ
り
作
家
で
も
あ
っ
た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ホ
ワ
イ
ト
（A

rnold W
hite

）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
ホ
ワ
イ
ト
の
主
張
を

熱
心
に
支
持
す
る
者
の
中
に
、
主
要
な
フ
ェ
ビ
ア
ン
・
メ
ン
バ
ー
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
が
い
た
。
こ
の
思
想
の
連
続
性
の
中
で
、

フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
に
よ
る
社
会
政
策
に
、
優
生
学
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

（
xiv）

（
xv）

（
xvi）

（
xvii）

（
xviii）

（
xix）
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経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
）

（
六
二
八
）

フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
、
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
特
有
の
貴
族
制
を
継
承
し
た
特
権
階
級
に
よ
る
独
占
的
政
治
形
態
を
批
判
し
、
過
激
な
マ
ル
ク

ス
主
義
の
行
動
に
よ
ら
な
い
漸
進
的
社
会
主
義
を
主
張
し
た
。
し
か
し
そ
の
手
法
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
政
治
活
動
に
よ
る
社
会
の
実
現

が
叶
わ
な
い
こ
と
が
自
明
に
な
る
と
、
次
第
に
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
を
受
け
入
れ
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
前
身
と
し
て
の
政
党
活

動
の
創
設
と
発
展
に
貢
献
し
た
。
優
生
学
を
批
判
的
に
扱
う
著
作
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ
ウ
や
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
彼
ら
が
述
べ
る
主

張
と
彼
ら
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
点
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
支
配
層
で
あ
る
貴
族
、

地
主
ら
の
特
権
階
級
の
批
判
を
す
る
彼
ら
は
、
同
時
に
ほ
ぼ
全
員
が
専
門
職
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
中
流
階
層
で
あ
っ
た
。
目
前
に
克
服
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
飢
餓
へ
の
恐
怖
と
は
無
縁
の
彼
ら
に
と
っ
て
、
政
治
的
目
標
は
単
に
政
治
権
力
を
新
た
に
奪
取
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
専
門
職
集
団
と
特
定
の
階
層
に
属
さ
な
い
た
め
の
特
徴
と
し
て
「
科
学
的
」
思
考
に
身
を
置
く
姿
勢
を
示
す
こ
と
が
、
優
生
学
者
と

フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
の
親
和
性
で
あ
っ
た
。

だ
が
周
知
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
断
種
法
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
が
断
種
法

の
成
立
に
関
す
る
全
国
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
マ
シ
ュ
ウ
・
ト
ム
ソ
ン
（M

athew
 T
hom
son 1998

）
に

よ
れ
ば
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
ら
に
よ
る
優
生
運
動
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
二
つ
の
明
確
な
指
針
と
し
て
歴
史

に
刻
ま
れ
た
。
一
つ
は
一
九
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
」
報
告
の
中
で
、
多
数
派
も
少
数
派
も
知
的
障
害

や
精
神
疾
患
を
有
す
る
人
々
を
、
治
療
を
目
的
に
施
設
に
隔
離
・
収
容
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
一
九
一
三

年
の
「
精
神
薄
弱
者
法
（T

he M
ental D

efi ciency A
ct of 1913

）」
の
成
立
で
あ
り
、
両
者
と
も
優
生
学
の
確
立
期
と
連
動
し
た
政
策
で
あ

る
、
と
述
べ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
に
よ
る
優
生
学
の
応
用
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
は
、
北
欧
の
社
会
民
主
主
義
者
で
あ
っ
た
。

（
xx）

（
xxi）
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優
生
学
と
社
会
政
策
（
矢
野
）

（
六
二
九
）

た
と
え
ば
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
ド
イ
ツ
の
国
際
人
種
衛
生
学
会
で
外
国
で
は
最
も
多
く
の
研
究
者
を
送
り
込
ん
だ
。
一
九
二
〇
年
代
に
は

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
医
師
を
含
む
社
会
民
主
主
義
者
た
ち
が
、
ま
る
で
お
互
い
に
競
い
合
う
よ
う
に
優
生
思

想
に
よ
る
社
会
的
弱
者
へ
の
断
種
（
不
妊
）
措
置
の
合
法
化
を
唱
え
た
。
こ
れ
ら
の
国
の
う
ち
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
旧
ロ
シ
ア
か
ら
の
独

立
宣
言
以
降
、
当
時
の
ソ
連
へ
の
対
抗
と
し
て
軍
事
的
の
み
な
ら
ず
政
治
的
に
も
ド
イ
ツ
に
頼
る
政
策
を
堅
持
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
第

二
次
世
界
大
戦
で
も
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
占
領
下
に
あ
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
社
会
政
策
遂
行
に
当
た
っ
て
優
生
学
を
導
入
す
る
親
和

性
は
十
分
に
備
え
て
い
た
。
こ
の
点
で
い
え
ば
ド
イ
ツ
と
国
境
を
接
す
る
隣
国
で
あ
り
、
さ
ら
に
戦
争
中
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
駐
留
し

た
デ
ン
マ
ー
ク
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
中
立
を
保
ち
、
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
亡
命
者
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
北
欧
諸
国
の
中
で
最
も
徹
底
し
た
断
種
（
不
妊
）
政
策
を
実
行
し
、
戦
後
に
な
っ
て
も
一
九
六
〇
年
代
ま
で
優
生
学
に

よ
る
立
法
を
存
続
さ
せ
た
。
ロ
ー
ル
・
ハ
ン
セ
ン
（R

oll-H
ansen 2005

）
に
よ
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
北
欧
の
優
生
学
は
、
イ
ギ

リ
ス
と
同
様
に
明
ら
か
に
人
種
的
優
位
性
に
基
づ
く
学
問
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
彼
は
特
に
こ
の
傾
向
が
著
し
い
国
家
と
し
て
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
分
析
視
点
に
立
て
ば
、
次
の
段
階
と
な
る
自
国
の
民
族
の
優
秀
性
の
確
保
及

び
周
辺
諸
国
と
の
比
較
が
必
然
的
に
重
要
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
自
国
の
精
神
を
含
む
障
が
い
者
へ
の
物
理
的
抑
圧
、
つ
ま
り
消
極
的
優

生
学
の
応
用
と
し
て
の
断
種
政
策
の
立
法
化
へ
と
攻
撃
の
対
象
が
移
る
の
で
あ
る
。
優
生
学
自
体
は
改
良
の
名
の
も
と
に
そ
の
対
象
が
社

会
化
、
政
治
化
し
て
い
く
。
主
に
標
的
と
な
っ
た
そ
の
対
象
は
、
当
時
増
加
が
懸
念
さ
れ
た
犯
罪
者
と
統
計
学
の
発
達
で
明
ら
か
と
な
っ

た
精
神
的
不
適
応
の
人
々
で
あ
っ
た
。
犯
罪
者
の
中
で
も
、
性
犯
罪
者
に
対
す
る
予
防
措
置
と
し
て
断
種
法
を
適
用
す
る
要
求
が
あ
り
、

活
発
な
活
動
を
行
っ
た
の
は
婦
人
団
体
で
あ
っ
た
。
同
時
に
遺
伝
学
や
他
の
医
学
的
発
達
を
重
視
し
た
、
統
計
に
基
づ
い
た
厳
密
性
を
付

与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
社
会
民
主
主
義
政
権
に
よ
っ
て
断
種
法
の
実
現
を
見
る
の
で
あ
る
。
北
欧
の
断
種
法
は
、
ア

（
xxii）

（
xxiii）
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メ
リ
カ
各
州
が
こ
ぞ
っ
て
立
法
化
し
た
時
代
よ
り
は
か
な
り
遅
れ
て
成
立
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
北
欧
の
断
種
法
へ
の
動
き
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
む
し
ろ
ド
イ
ツ
の
医
師
群

の
主
導
に
よ
る
「
民
族
衛
生
学
（R

assenhygiene

）」
の
台
頭
と
政
治
性
の
一
環
と
み
て
よ

い
。
何
故
に
ド
イ
ツ
が
そ
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
ロ
ー
ル
・
ハ
ン
セ
ン

は
、
断
種
法
を
相
次
い
で
制
定
し
た
北
欧
国
家
の
特
徴
は
、
ル
タ
ー
派
を
宗
教
基
盤
と
し

て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
が
政
治
的
に
優
勢
な
国
家
に
は
断
種
法
は
制
定
さ
れ
ず
、
逆
に
ル

タ
ー
派
な
ど
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
優
勢
な
国
々
で
は
、
断
種
法
が
正
当
な
政
府
に
よ
る
民

主
主
義
的
手
続
き
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
。
法
律
制
定
の
場
で
あ
る
議
会
に
お
い
て
も
、

議
会
外
で
の
市
民
運
動
の
場
で
も
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
断
種
法
へ
の
反
対
勢
力
は
微
々
た

る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

ス
ペ
ク
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
ら
に
従
っ
て
端
的
に
い
え
ば
、
現
代
福
祉
国
家
を
最
初
に
推
進

す
る
役
割
を
果
た
し
た
社
会
民
主
主
義
は
、
優
生
学
的
生
産
主
義
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
を
除
く
、
優
生
運
動
の
実
施
に
積
極
的
で
あ
っ
た
国
々
が
、
何
故
に
当
時
の
優

生
学
の
成
果
を
た
や
す
く
応
用
し
た
か
、
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
特
に
ド
イ
ツ
や
北
欧
で
は
、
医
学
の
専
門
家
が
自
ら
の
見

解
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
機
会
が
開
か
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
二
〇
世
紀

（
xxiv）

（
xxv）

表－ 1　北欧諸国の断種法の実施状況（推定）

国名 期間 断種（不妊）適用者

デンマーク（医療的措置を除く） 1929-1960 11000

フィンランド（1951-1960　医療的措置を除く） 1935-1960 4300

フィンランド（医療的措置を含む） 1935-1960 17000

ノルウェー（医療的措置を除く） 1934-1960 7000

スウェーデン（1942-1960　医療的措置を除く） 1935-1960 17500

スウェーデン（医療的措置を含む） 1935-1960 38900

（出典）　Broberg G. & Roll-Hansen N. （ed.）（2005）, Eugenics and the Welfare 

State Norway, Sweden, Denmark and Finland, Michigan State University Press 

p.263. より引用。
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前
半
に
お
い
て
世
界
的
な
医
学
の
先
導
者
た
る
地
位
を
自
負
し
て
い
た
彼
ら
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
国
の
政
策
に
か
か
わ
る
審
議
会
や
政
党

の
主
要
な
主
張
を
助
言
し
う
る
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
自
然
科
学
の
成
果
を
比
較
的
純
粋
に
信
奉
す
る
国
民
性
を
持
つ
北
欧
の
国
々
は
、

こ
れ
ら
の
集
団
に
よ
る
見
解
を
む
し
ろ
積
極
的
に
政
治
に
応
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

3
．
日
本
の
優
生
学

日
本
の
優
生
学
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
、
当
時
の
ド
イ
ツ
医
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
す
で
に
一
八
九
〇
年
代
か
ら
関
心
を
集
め
て
い
た
。

そ
の
経
緯
は
、
イ
ギ
リ
ス
（
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
）
と
ド
イ
ツ
双
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
紹
介
に
基
づ
い
た
論
陣
が
そ
れ
ぞ
れ
の
側
で
、
張
ら
れ

た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
優
生
学
発
祥
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
紹
介
よ
り
も
む
し
ろ
ド
イ
ツ
医
学
界
か
ら
の
ほ
う
が
よ
り
大
き
な
影
響
が

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
の
日
本
の
知
識
階
級
に
と
っ
て
近
代
国
家
の
確
立
と
発
展
に
関
連
し
た
医
学
、
法
学
お

よ
び
関
連
諸
学
問
は
、
ド
イ
ツ
の
動
向
を
優
先
し
て
受
け
入
れ
る
素
地
が
築
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
に
特
有
の
科
学

主
義
と
慎
重
さ
の
ゆ
え
に
、
安
易
に
ア
メ
リ
カ
や
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
極
端
な
断
種
政
策
を
遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

実
際
、
一
九
四
〇
年
に
成
立
し
た
「
国
民
優
生
法
」
は
、
当
時
の
遺
伝
学
を
伴
う
医
学
的
見
地
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
こ
と
さ
ら
に
政
治

的
運
用
を
示
す
表
現
は
帝
国
議
会
で
の
論
争
の
末
に
除
去
さ
れ
、
表
面
上
は
見
当
た
ら
な
い
。

優
生
学
の
特
徴
か
ら
言
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
に
よ
る
白
人
種
の
世
界
支
配
の
正
当
性
こ
そ
が
、
人
種
の
優
秀
性
に
よ
っ
て
打

ち
立
て
る
た
め
の
理
論
発
展
の
動
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
そ
の
方
向
性
は
優
秀
な
民
族
の
実
現
を
目
指
す
「
積
極
的
優
生

学
」
の
実
行
へ
と
向
い
た
。
こ
れ
に
対
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
植
民
地
争
奪
に
よ
る
世
界
支
配
の
戦
い
か
ら
は
遅
れ
て
、
帝
国
主
義
の

見
地
か
ら
外
部
に
対
す
る
種
の
優
秀
性
を
強
調
す
る
必
要
性
が
薄
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
優
生
学
は
人
種
間
の
優
劣
を
極
め
る
学
問
上
の

（
xxvi）

（
xxvii）

四
五



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
）

（
六
三
二
）

興
味
と
し
て
よ
り
も
、
新
た
に
確
立
し
た
ド
イ
ツ
国
家
に
お
け
る
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
優
秀
性
の
強
化
を
求
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
優
生
学

の
範
囲
で
は
「
消
極
的
優
生
学
」
の
実
行
に
関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
〇
五
年
に
正
式
に
立
ち
上
が
っ
た
ド
イ
ツ
優
生
学
は

「
人
種
（
民
族
）
衛
生
学
」
と
呼
ば
れ
、
提
唱
者
プ
レ
ッ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
国
内
の
少
数
民
族
や
国
内
の
「
劣
っ
た
資
質
を
持
つ
人
」
を
な

く
す
た
め
の
不
妊
手
術
、
断
種
の
励
行
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
ら
の
優
生
学
的
見
地
と
社
会
政
策
の
融
合
を
訴
え
た
ド
イ
ツ
医
学
者
に
よ
る

提
案
が
当
時
の
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
た
。

財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会

議
・
最
終
報
告
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
五
年
に
医
学
者
大
澤
健
二
が
ド
イ
ツ
の
優
生
学
者
シ
ャ
ル
マ
イ
ヤ
ー
の
説
を
紹
介
し
、
人
種
を
改

良
し
て
国
民
を
強
健
に
す
る
こ
と
が
「
最
良
の
社
会
政
策
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
大
澤
の
「
体
質
改
良
ト
社
会
政
策
」
は
、
第
一
に
体
育

を
奨
励
し
て
知
育
偏
重
の
弊
害
を
な
く
す
、
第
二
に
結
核
、
花
柳
病
、
酒
精
中
毒
（
マ
マ
）
の
よ
う
な
子
々
孫
々
を
害
す
る
伝
染
病
と
罪

悪
と
を
予
防
す
る
こ
と
、
第
三
に
婚
姻
法
を
制
定
せ
し
め
、
望
ま
し
い
結
婚
を
容
易
に
し
て
そ
う
で
な
い
も
の
を
人
為
的
に
制
限
す
る
こ

と
、
を
提
唱
し
て
い
る
。

一
方
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
優
生
学
、
遺
伝
学
、
社
会
学
の
影
響
か
ら
の
日
本
へ
の
紹
介
も
行
わ
れ
た
。
一
九
〇
五
年
、
動

物
学
者
の
丘
浅
次
郎
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
説
か
ら
の
所
論
で
、「
劣
等
な
人
間
、
有
害
な
人
間
を
人
工
的
に
保
護
し
て
生
存
繁
殖

せ
し
め
る
よ
う
で
は
其
の
人
種
の
進
歩
改
良
は
到
底
望
む
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
」、「
少
な
く
と
も
子
孫
を
後
に
残
さ
ぬ
だ
け
の
取
り
締
ま

り
は
必
要
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
慈
善
・
社
会
事
業
に
要
す
る
経
費
は
必
要
悪
で
、
こ
れ
を
効
率
化
す
る
た
め
に
人
為

的
制
限
を
加
え
よ
、
と
い
う
の
が
丘
浅
の
主
張
で
あ
っ
た
。
海
野
幸
徳
は
一
九
一
〇
年
に
『
日
本
人
種
改
造
論
』
を
著
し
、
社
会
政
策
の

見
地
か
ら
積
極
的
優
生
学
的
方
法
と
消
極
的
優
生
学
的
方
法
に
よ
る
人
為
的
人
種
改
良
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
xxviii）

（
xxix）

（
xxx）

（
xxxi）
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一
九
一
四
年
に
福
原
義
柄
が
著
し
た
『
社
会
衛
生
学
』
で
は
、「
社
会
的
低
格
者
」
と
し
て
「
精
神
薄
弱
、
要
扶
助
者
、
不
具
、
癲
癇
、

精
神
病
、
体
質
薄
弱
、
病
的
素
質
ア
ル
者
、
犯
罪
者
、
盲
唖
ノ
如
キ
心
身
低
格
者
」
と
し
て
い
る
。
福
原
は
こ
れ
ら
低
格
者
に
つ
い
て

「
吾
人
ハ
一
方
ニ
於
イ
テ
社
会
的
低
格
者
ヲ
保
護
シ
ツ
ツ
、
他
方
ニ
於
イ
テ
此
低
格
者
ノ
子
孫
ニ
遺
伝
ス
ル
ヲ
防
止
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
是

レ
篇
頭
ニ
論
ゼ
ル
消
極
的
民
族
衛
生
策
ノ
必
要
ア
ル
所
以
デ
ア
ル
」
と
述
べ
て
い
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
〇
年
代
に
な
り
、
日
本
が
国
際
連
盟
の
主
要
国
と
し
て
欧
米
民
主
主
義
を
積
極
的
に
吸
収
し
た
「
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
時
代
に
な
る
と
、
す
で
に
識
者
の
間
で
認
知
さ
れ
て
い
た
優
生
学
は
人
口
問
題
、
人
口
政
策
、
教
育
論
、
婦
人
問
題
、

産
児
制
限
論
、
衛
生
問
題
等
、
社
会
お
よ
び
社
会
問
題
に
関
す
る
広
範
な
分
野
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば

一
九
二
〇
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
、
平
塚
ら
い
て
う
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
新
婦
人
協
会
は
、
優
生
学
に
影
響
を
受
け
た
花
柳
病
者
の
結

婚
制
限
に
関
す
る
立
法
に
関
す
る
議
会
請
願
書
を
起
草
し
、
そ
の
実
現
を
帝
国
議
会
議
員
に
働
き
か
け
た
。
こ
の
運
動
の
過
程
で
、
優
生

学
や
ア
メ
リ
カ
で
実
行
さ
れ
て
い
た
断
種
法
の
知
識
が
政
界
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
請
願
は
結
局
採
決
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ

の
後
日
本
の
優
生
立
法
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
荒
川
五
郎
や
中
馬
興
丸
ら
が
こ
れ
を
支
持
し
た
。
一
九
二
四
年
に
は
「
ユ
ー
ゼ
ニ
ッ
ク

ス
」
と
題
す
る
専
門
誌
が
創
刊
さ
れ
た
（
後
に
こ
れ
は
「
優
生
学
」
に
改
題
さ
れ
た
）。
こ
の
創
刊
は
、
当
時
財
団
法
人
日
本
優
生
学
協
会
の

設
立
を
目
指
し
た
医
事
新
報
社
の
後
藤
隆
吉
に
よ
る
も
の
で
、
協
会
は
後
藤
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
設
立
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、

月
刊
雑
誌
と
し
て
一
九
四
〇
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
二
六
年
に
は
『
優
正
運
動
』
と
い
う
名
の
雑
誌
も
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
当
時

『
報
知
新
聞
』
の
記
者
で
あ
っ
た
池
田
林
儀
（
し
げ
の
り
）
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
ま
で
続
い
た
。
池
田
の
生
涯
と
ド
イ
ツ
渡

航
か
ら
得
た
優
生
学
へ
の
接
近
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
日
本
の
優
生
政
策
を
政
治
・
社
会
的
運
動
体
と
し
て
本
格
的
に
行
っ
た
全
国
活
動
の

詳
細
は
、
藤
野
豊
（
一
九
九
八
）
の
研
究
に
詳
し
い
。
ま
た
新
井
利
佳
（
二
〇
〇
八
）
は
、
社
会
福
祉
学
の
見
地
か
ら
池
田
が
進
め
た
優
生

（
xxxii）

（
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学
運
動
が
社
会
事
業
家
た
ち
に
優
生
学
を
推
進
す
る
側
の
根
拠
を
与
え
た
点
を
示
唆
し
て
い
る
。
雑
誌
『
優
生
運
動
』
に
は
山
室
軍
平
や

賀
川
豊
彦
が
寄
稿
し
て
い
る
が
、
優
生
学
に
特
有
の
露
骨
な
差
別
的
表
現
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
を
普
及
す
る
目
的
と
い

え
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
に
は
優
生
学
に
基
づ
い
た
優
生
政
策
の
立
法
化
の
促
進
的
役
割
を
担
っ
た
日
本
民
族
衛
生
協
会
の
前
身
で
あ
る
「
日
本
民

族
衛
生
学
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
優
生
学
の
認
識
は
、「
生
物
学
を
土
壌
に
し
て
そ
の
上
に
打
ち
立
て
た
社
会
学
」

と
し
て
あ
た
か
も
進
歩
的
学
問
を
歓
迎
す
る
よ
う
な
楽
観
主
義
と
力
強
さ
に
満
ち
て
い
る
。
当
時
の
日
本
は
、
国
全
体
と
し
て
の
知
識
に

関
す
る
需
要
や
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
は
圧
倒
的
に
少
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
外
国
か
ら
の
知
識
の
導
入
に
よ
り
日
本

に
紹
介
す
る
分
野
で
、
医
学
や
法
学
な
ど
の
重
要
な
地
位
を
獲
得
し
た
人
々
は
、
自
ら
知
識
を
占
有
す
る
集
団
と
任
じ
て
い
た
。
彼
ら
に

よ
る
優
生
学
の
説
明
の
中
に
、
い
わ
ゆ
る
「
知
識
人
」
と
し
て
の
驕
り
や
独
善
ぶ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る

社
会
の
関
心
の
高
ま
り
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
頂
点
と
す
る
各
州
の
断
種
法
の
実
施
状
況
お
よ
び
明
ら
か
に

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
断
種
法
の
制
定
が
影
響
し
て
い
る
。

優
生
学
を
普
及
す
る
際
の
表
現
を
市
川
源
三
に
よ
る
『
女
性
文
化
講
話
（
一
九
三
五
）』
か
ら
再
現
し
て
み
よ
う
。
市
川
源
三
は
、

一
九
一
〇
年
代
中
葉
の
日
本
に
お
け
る
優
生
学
知
識
導
入
が
著
し
か
っ
た
こ
ろ
の
普
及
活
動
を
熱
心
に
行
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
平
田
勝
政
ら
の
研
究
（
二
〇
〇
二
）
に
よ
れ
ば
、
市
川
は
一
九
一
七
年
に
発
足
し
た
「
大
日
本
優
生
会
」
の
発
足
お
よ
び
活
動
を
中
心

的
に
担
っ
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
、
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
の
教
頭
で
あ
っ
た
市
川
は
、
女
性
教
育
の
在
り
方
を
論
じ
る
手
段
と
し

て
、
単
純
な
「
積
極
的
優
生
学
」
と
「
消
極
的
優
生
学
」
に
よ
る
結
果
を
論
じ
る
中
で
、
結
婚
の
在
り
方
を
示
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
が
主
唱
し
た
「
大
日
本
優
生
会
」
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
優
生
学
を
医
学
的
に
究
明
す
る
専
門
家
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
女
性
教
育
の

（
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（
xxxvi）

（
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実
践
者
に
よ
る
指
導
運
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
単
純
な
活
動
の
動
機
か
ら
、「
大
日
本
優

生
会
」
は
一
時
的
に
社
会
の
関
心
を
買
っ
た
も
の
の
、
市
川
源
三
の
欧
米
出
張
以
降
活
動
が
契
機
と
な
っ
て
そ
の
後
、
休
止
状
態
に
な
っ

た
。
さ
て
そ
の
当
人
が
欧
米
出
張
で
専
門
的
に
入
手
し
て
き
た
優
生
学
に
関
す
る
情
報
、
資
料
に
よ
っ
て
日
本
婦
女
子
の
教
育
、
性
教
育
、

結
婚
指
導
等
総
合
的
に
紹
介
し
た
も
の
が
『
女
性
文
化
講
話
（
一
九
三
五
）』
で
あ
る
。
市
川
は
優
生
学
を
科
学
的
な
人
種
改
良
論
と
呼
ぶ
。

彼
は
優
生
学
を
産
卵
用
の
鶏
に
例
え
る
と
、「
産
卵
の
数
を
増
加
す
る
た
め
に
飼
育
の
方
法
を
改
善
す
る
の
も
固
よ
り
良
策
だ
が
、
そ
れ

よ
り
も
多
産
性
の
鶏
を
選
ぶ
の
が
最
善
の
策
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
彼
は
優
生
学
の
主
張
に
つ
い
て
三
点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
第
一
は

「
低
級
劣
弱
の
人
々
」
の
種
を
減
ら
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
消
極
的
優
生
学
で
あ
る
。
彼
が
述
べ
る
「
低
級
劣
弱
の
人
々
」

と
は
「
低
能
者
（
マ
マ
）、
精
神
病
者
、
精
神
病
系
統
者
、
生
来
的
不
具
者
（
マ
マ
）」
を
指
し
、
消
極
的
優
生
学
と
は
そ
の
人
々
の
結
婚

を
禁
じ
た
り
産
児
を
制
限
す
る
こ
と
だ
と
述
べ
る
。
第
二
は
「
高
級
優
秀
の
人
々
」
の
種
を
増
や
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
積

極
的
優
生
学
で
あ
る
。
彼
が
述
べ
る
「
高
級
優
秀
の
人
々
」
と
は
天
才
偉
人
な
ど
を
指
し
、
積
極
的
優
生
学
と
は
そ
の
人
々
の
結
婚
を
奨

励
し
、
種
の
繁
殖
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
、
か
つ
誰
と
の
比
較
で
高
級
優
秀
と
唱
え
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

第
三
は
、
も
し
種
が
良
く
て
も
こ
れ
を
傷
つ
け
る
害
毒
、
す
な
わ
ち
「
人
類
毒
（R

ace P
oison

）」
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
予
防
的
優

生
学
で
あ
る
。
彼
が
述
べ
る
「
人
類
毒
（R

ace P
oison

）」
と
は
、「
酒
毒
、
鉛
毒
、
燐
毒
、
癩
毒
、
結
核
、
梅
毒
、
痲
毒
」
の
こ
と
で
、

個
人
及
び
社
会
衛
生
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
予
防
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
市
川
は
「
人
口
問
題
と
産
児
調
節
」
に
つ
い
て
触
れ
て

い
る
。
彼
は
当
時
の
日
本
の
人
口
密
度
が
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
に
次
い
で
高
い
こ
と
、
食
糧
物
資
は
輸
入
超
過
が
続
い
て
い
る
こ
と
を

挙
げ
、
産
児
制
限
を
説
く
が
、
そ
の
際
に
は
優
生
学
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
市
川
に
よ
る
優
生
学
の
紹
介
は
、
自
身
に

よ
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
動
向
、
断
種
法
の
紹
介
等
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
科
学
を
単
純
か
つ
楽
観
的
に
信
奉
す
る
一
方
、
そ
の
導
入
を
積

四
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極
的
に
行
っ
た
ア
メ
リ
カ
優
生
学
な
い
し
社
会
学
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
。

4
．
日
本
の
優
生
政
策
立
法
化
の
動
き

日
本
の
議
会
に
お
け
る
優
生
学
関
連
法
案
の
動
き
は
、
保
守
層
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
女
性
解
放
運
動
論
を
行
っ
て
い
る
人
々
か
ら
沸

き
起
こ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
平
塚
ら
い
て
う
を
中
心
と
し
た
新
婦
人
協
会
が
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
二
一
年
に
か
け
て
性
病
患
者
の
結
婚

を
制
限
す
る
目
的
の
「
花
柳
病
患
者
結
婚
制
限
法
」
を
議
会
に
請
願
す
る
運
動
は
、
当
時
ノ
ル
ウ
ェ
ー
他
で
立
法
化
さ
れ
て
い
た
「
善
種

学
的
結
婚
制
限
法
」
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
結
局
法
律
と
し
て
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
平
塚
ら
い
て
う
の
運
動
に
共
鳴
し

て
い
た
立
憲
民
政
党
の
医
系
議
員
で
あ
る
中
馬
興
丸
は
、
一
九
三
〇
年
五
月
に
「
帯
患
者
結
婚
制
限
法
制
定
ニ
関
ス
ル
建
議
案
」
を
、
第

五
八
回
帝
国
議
会
に
上
程
し
た
。
中
馬
の
理
由
書
に
は
、
花
柳
病
者
、
精
神
病
者
、
酒
精
中
毒
者
、
結
核
患
者
、
ら
い
病
患
者
に
対
し
て

「
優
生
学
ノ
命
ス
ル
所
ニ
ヨ
リ
」
結
婚
以
前
に
「
必
要
ナ
ル
外
科
手
術
ヲ
受
ケ
シ
メ
、
子
孫
繁
殖
ノ
道
ヲ
絶
ツ
ヲ
必
要
ト
ス
」
と
い
う
よ

う
に
、
露
骨
な
優
生
政
策
の
実
行
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
馬
案
は
、
明
ら
か
に
遺
伝
学
に
関
連
し
た
当
時
の
医
学
的
水
準
の
根

拠
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
系
議
員
の
名
の
も
と
に
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
優
生
学
が
未
熟
で
社
会
的
影
響

を
強
調
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
比
重
を
置
い
て
い
る
点
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
こ
の
法
案
は
議
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
荒
川
五
郎
、
八
木
次
郎
ら
の
議
員
は
賛
成
者
に
含
ま
れ
て
い
た
。

一
九
三
四
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
、
荒
川
五
郎
が
「
民
族
優
生
保
護
法
案
」
を
提
出
し
た
。
日
本
法
律
専
門
学
校
法
科
を
卒
業
し
た

荒
川
は
、
国
会
議
員
と
し
て
教
育
・
社
会
事
業
の
普
及
、
推
進
を
専
門
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
社
会
政
策
の
見
地
か
ら
優

生
政
策
の
実
行
を
図
っ
た
人
物
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
荒
川
が
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
「
民
族
優
生
保
護
法
案
」
を
見
て
み
よ
う
。
法

（
xxxviii）

（
xxxix）

（
xl）
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の
目
的
で
あ
る
第
一
条
で
荒
川
は
「
民
族
ノ
純
潔
優
生
ヲ
助
長
シ
悪
性
遺
伝
ヲ
防
止
根
絶
ス
ル
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
条
で
は
「
命
令

ノ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
リ
」
断
種
法
の
施
術
を
す
る
も
の
と
し
て
「
一　

殺
人
、
強
盗
其
ノ
他
狂
暴
ナ
ル
犯
罪
者
ニ
シ
テ
ソ
ノ
悪
性
ヲ
遺
伝
ス

ヘ
シ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ　

二　

精
神
狂
病
、
遺
伝
的
脳
脊
髄
病
、
早
発
性
痴
呆
症
等
ニ
シ
テ
其
ノ
症
状
ニ
ヨ
リ
是
等
悪
疾
遺
伝
ス
ヘ
シ

ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ　

三　

諸
種
ノ
中
毒
症
、「
ヒ
ス
テ
リ
ー
」、
遺
伝
性
不
具
、
結
核
病
、
癩
病
等
ノ
重
症
者
ソ
ノ
他
優
生
学
上
不
正
常

児
ノ
外
生
ム
能
ワ
サ
ル
者
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
」
と
記
し
て
い
る
が
、
現
代
で
さ
え
こ
れ
ら
の
対
象
者
す
べ
て
が
遺
伝
的
形
質
で
あ
る
と

証
明
す
る
の
は
医
学
上
無
理
が
あ
る
。
優
生
学
と
し
て
の
科
学
性
、
合
理
性
、
説
得
性
に
欠
け
、
政
治
性
を
強
調
し
た
提
案
で
あ
る
と
い

え
る
。
第
三
条
で
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
る
「
悪
種
」
を
懐
妊
し
た
者
に
対
し
て
「
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
リ
」
法
医
審
判
を
経
て
堕

胎
さ
せ
る
こ
と
を
の
べ
る
。
第
四
条
で
は
性
病
に
関
す
る
疾
患
患
者
に
つ
い
て
、
完
治
し
な
い
も
の
は
婚
姻
制
限
を
す
る
。
第
五
条
は
、

婚
姻
の
許
可
を
当
該
官
吏
の
証
明
書
の
他
に
医
師
の
健
康
診
断
書
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
第
六
条
、
七
条
は
そ
の
根
拠
お
よ
び
罰
則
規

定
を
記
し
て
い
る
。
法
案
そ
の
も
の
は
以
上
の
よ
う
に
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
。

荒
川
は
ど
の
よ
う
な
政
治
目
標
を
定
め
、
何
故
に
社
会
政
策
の
実
施
手
段
と
し
て
優
生
政
策
に
染
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
法

案
提
出
の
議
会
説
明
演
説
で
、「
私
は
長
年
教
育
奉
仕
に
一
身
を
さ
さ
げ
ま
し
て
、
こ
の
国
運
の
進
歩
、
民
族
の
向
上
に
微
力
を
さ
さ
げ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
補
強
工
作
と
し
て
栄
養
問
題
、
と
り
わ
け
玄
米
食
の
普
及
宣
伝
、
並
び
に
学
童
児
童
の
家
庭
や
環
境

の
整
理
改
善
の
た
め
に
、
少
年
救
護
法
、
校
外
救
護
法
等
に
関
し
て
尽
力
し
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
根
本
的
に
究
明

す
る
と
「
民
族
の
悪
種
遺
伝
を
防
止
し
て
民
族
血
統
の
浄
化
、
国
民
性
格
の
優
秀
化
を
図
り
、
こ
れ
が
完
全
な
る
発
展
を
助
長
し
、
も
っ

て
優
偉
剛
健
な
る
国
民
を
長
養
し
確
立
し
た
い
と
多
年
熱
心
研
究
の
結
果
、
こ
の
案
を
起
草
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
荒
川
に
と
っ
て
教

育
の
普
及
、
孤
児
や
少
年
犯
罪
の
防
止
と
い
う
自
ら
の
社
会
政
策
の
課
題
と
は
、
国
内
に
「
消
極
的
優
生
学
」
を
実
施
・
遂
行
す
る
こ
と

五
一



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
）

（
六
三
八
）

に
帰
着
し
た
。

荒
川
ら
に
よ
る
断
種
法
制
定
の
活
発
な
動
き
は
一
九
三
三
年
に
制
定
さ
れ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
「G

esetz zur V
erhütung 

E
rbkranken N

achw
uchs

（
遺
伝
病
子
孫
予
防
に
関
す
る
法
）」
の
成
立
が
背
景
に
あ
っ
た
。
こ
の
通
称
ド
イ
ツ
断
種
法
は
、
第
一
条
第
一

項
に
「
医
学
上
実
験
に
よ
っ
て
子
孫
の
身
体
ま
た
は
精
神
の
遺
伝
的
障
害
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
外
科
手
術
に

よ
っ
て
断
種
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。
ま
た
第
三
項
で
は
「
酒
精
中
毒
者
に
対
し
て
も
断
種
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。
同

法
は
社
会
政
策
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
当
時
の
医
学
的
基
準
か
ら
断
種
を
遂
行
す
る
立
場
を
示
し
た
。
ま
た
申
請
時
の
本
人
の
意
思

を
尊
重
す
る
条
項
（
第
三
条
）
や
、
遂
行
者
は
公
的
な
医
師
、
病
院
、
療
養
所
、
養
育
院
刑
務
所
に
あ
る
場
合
は
そ
の
施
設
の
長
（
第
四

条
）
と
し
た
。
断
種
に
当
た
っ
て
は
優
生
裁
判
所
に
よ
る
審
判
を
仰
ぐ
こ
と
（
第
五
条
）
を
定
め
、
国
家
に
よ
る
断
種
の
公
平
性
と
「
正

統
性
」
を
強
調
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
わ
が
国
で
一
九
四
〇
年
の
国
民
優
生
法
以
前
に
も
す
で
に
優
生
学
的
措
置
に
よ
る
断
種
措
置
が
平
然
と
行
わ
れ
て
い

た
事
実
で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
隔
離
す
る
た
め
、
東
村
山
に
開
院
し
た
「
全
生
病
院
」
の
医
長
に
光
田
健
輔
が
就
任
し
た
の
は

一
九
〇
九
年
で
あ
っ
た
。
光
田
は
当
初
は
積
極
的
な
優
生
運
動
家
で
は
な
く
、
収
容
者
の
男
女
隔
離
を
強
行
し
た
が
、
収
容
者
の
実
際
の

生
活
の
中
で
夫
婦
な
ど
男
女
の
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
苦
慮
し
た
光
田
は
収
容
者
に
対
す
る
断
種
を
考
え
付
い
た
。

こ
の
決
意
の
動
機
に
な
っ
た
の
は
、
国
家
官
僚
の
側
か
ら
優
生
学
を
紹
介
し
た
人
物
と
し
て
有
名
な
氏
原
佐
蔵
で
あ
っ
た
。
光
田
は
患
者

側
か
ら
の
告
発
を
避
け
る
た
め
、
同
意
書
に
類
す
る
も
の
に
署
名
さ
せ
て
、
複
雑
な
女
性
の
不
妊
手
術
よ
り
も
、
男
性
の
輸
精
管
切
除
術

を
行
っ
た
。
最
初
の
手
術
は
一
九
一
五
年
四
月
二
四
日
の
男
性
に
対
す
る
も
の
で
、
同
年
中
に
三
七
件
執
行
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て

全
生
病
院
で
は
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
三
九
年
ま
で
の
間
に
三
八
五
件
の
断
種
手
術
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
外
島
保
養
院
で
は

（
xli）

（
xlii）

（
xliii）
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一
九
二
四
、
五
年
ご
ろ
一
五
名
の
男
性
に
、
ま
た
大
島
療
養
所
で
は
一
〇
〇
余
り
の
収
容
者
に
断
種
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
栗
生
楽
生
園
で

は
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
に
一
四
〇
人
、
長
嶋
愛
育
園
で
は
一
九
三
一
年
か
ら
二
〇
九
人
が
断
種
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
断
種
は
全
国
の
国
公
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
広
が
り
、
国
民
優
生
法
制
定
以
前
の
一
九
三
九
年
ま
で
に
合
計
一
〇
〇
三
名
の
男

性
患
者
に
断
種
手
術
が
実
施
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
法
制
定
以
前
の
「
違
法
措
置
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
何
ら
か
の

法
的
処
罰
を
受
け
た
医
師
は
一
人
も
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
優
生
学
の
範
囲
の
う
ち
、
発
達
途
上
に
あ
っ
た
遺
伝
学
、
心
理
学
そ
し
て
社
会
学
、
社
会
政
策
へ
と
波

及
す
る
包
括
的
か
つ
肯
定
的
な
理
解
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
様
々
な
範
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
。
現
在
か
ら
み

れ
ば
、
未
熟
な
学
問
的
基
礎
か
ら
断
定
的
な
法
律
を
制
定
し
、
政
策
を
実
行
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
優
生
政
策
を
、
最
も

完
全
な
か
た
ち
で
理
論
的
に
日
本
に
紹
介
し
た
の
は
、
当
時
東
京
大
学
医
学
部
長
の
職
に
あ
り
、
日
本
民
族
衛
生
協
会
理
事
長
で
あ
っ
た

永
井
潜
で
あ
ろ
う
。
永
井
潜
は
医
学
に
お
い
て
日
本
の
研
究
の
最
先
端
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
社
会
問
題
や
社
会
政
策
の
課

題
に
興
味
を
持
ち
、
優
生
学
的
見
地
か
ら
こ
れ
に
介
入
し
て
い
た
。
永
井
お
よ
び
日
本
民
族
衛
生
協
会
に
よ
る
活
動
は
、
結
果
的
に
優
生

学
思
想
の
正
統
性
を
日
本
の
支
配
階
級
に
至
る
ま
で
普
及
・
定
着
さ
せ
、
わ
が
国
最
初
の
優
生
立
法
で
あ
る
一
九
四
〇
年
国
民
優
生
法
の

成
立
に
実
質
的
に
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
一
九
三
六
年
一
二
月
、
永
井
ら
の
日
本
民
族
衛
生
協
会
の
発
案
で
、
八

木
、
荒
川
ら
の
建
議
に
よ
る
、「
断
種
法
」
と
い
う
法
案
が
国
会
上
程
さ
れ
る
こ
と
を
読
売
新
聞
が
掲
載
し
た
。
新
聞
に
よ
る
と
、
こ
の

法
案
は
九
か
国
の
法
案
、
実
情
を
検
討
の
う
え
、
三
年
の
研
究
を
か
け
て
準
備
さ
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
九
か
国
と
は
、
当
時
断
種
法
を

施
行
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
（
連
邦
法
で
は
な
く
各
州
法
）、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
メ
キ
シ
コ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
荒
川
や
八
木
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
日
本
の
断
種
法
の
対
象

（
xliv）（
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で
は
医
学
以
外
の
要
因
が
除
外
さ
れ
、
ド
イ
ツ
法
に
近
い
内
容
が
提
唱
さ
れ
た
。
永
井
の
著
書
で
あ
る
「
優
生
学
概
論
（
一
九
三
六
）」
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
優
生
学
発
祥
の
歴
史
を
説
き
、
も
う
一
方
で
発
達
し
た
ア
メ
リ
カ
優
生
学
の
動
き
、
ド
イ
ツ
民
族
衛
生
学
の
動
き
を
紹
介
し

な
が
ら
、
優
生
学
を
家
族
政
策
に
よ
る
人
口
政
策
的
視
点
か
ら
、
欧
米
だ
け
で
な
く
全
世
界
的
な
潮
流
と
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
論
を

展
開
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
等
の
国
々
は
こ
の
動
き
に
遅
れ
て
い
る
、
と
い
う
内
容
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

医
学
的
見
地
か
ら
当
時
の
遺
伝
学
の
成
果
を
紹
介
し
な
が
ら
優
生
政
策
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
永
井
は
「
民
族
衛
生
の
大
本
は
、

民
族
に
於
け
る
数
と
質
と
の
調
和
を
保
た
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
き
素
質
の
者
を
増
加
せ
し
め
、
悪
し
き
素
質
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と

で
あ
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

一
九
三
七
年
、
日
本
民
族
衛
生
協
会
に
よ
る
こ
の
法
案
を
基
礎
に
し
て
、
永
井
、
荒
川
と
と
も
に
日
本
民
族
衛
生
協
会
の
主
要
メ
ン

バ
ー
で
あ
っ
た
八
木
逸
郎
が
「
民
族
優
生
保
護
法
案
」
を
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
う
し
て
医
学
界
を
中
心
に
社
会
政
策
の
見
地
か
ら

も
権
威
化
さ
れ
た
優
生
運
動
は
、
軍
部
に
よ
る
中
国
戦
線
へ
の
介
入
・
泥
沼
化
と
い
う
わ
が
国
の
政
治
・
社
会
状
況
の
中
で
次
第
に
政

府
・
行
政
当
局
に
よ
る
断
種
法
実
現
に
向
け
た
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
九
三
八
年
一
月
、
内
務
省
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
形

で
厚
生
省
が
設
立
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
「
予
防
局　

優
生
課
」
が
設
置
さ
れ
、
国
策
と
し
て
の
優
生
政
策
が
本
格
的
に
始
動
し
た
。
一
一

月
、
予
防
局
は
優
生
学
の
識
者
を
集
め
て
「
民
族
衛
生
研
究
会
」
を
設
置
し
、
優
生
学
に
よ
る
立
法
化
を
視
野
に
入
れ
て
閣
法
に
よ
る
法

案
提
出
を
目
指
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
民
族
衛
生
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
断
種
法
を
審
議
・
発
表
し
た
日
本
民
族
衛
生
協
会
の
メ
ン

バ
ー
と
重
な
っ
て
い
た
。
厚
生
省
は
民
族
衛
生
研
究
会
に
よ
る
検
討
・
審
議
を
経
て
、
一
九
三
九
年
に
「
民
族
優
生
制
度
案
要
綱
」
を
作

成
し
た
。
こ
れ
は
、
国
民
体
力
審
議
会
に
諮
問
さ
れ
、「
優
生
制
度
案
要
綱
」
と
し
て
修
正
を
経
て
答
申
さ
れ
た
。
政
府
は
こ
の
要
綱
を
も

と
に
「
国
民
優
生
法
案
」
の
創
設
に
着
手
し
、
こ
れ
を
翌
一
九
四
〇
年
三
月
の
第
七
五
回
帝
国
議
会
に
上
程
し
、
衆
議
院
の
過
程
で
修
正

（
xlvi）

（
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が
加
え
ら
れ
た
後
に
五
月
に
可
決
成
立
さ
せ
た
。
ち
な
み
に
同
法
の
施
行
は
翌
年
の
一
九
四
一
年
七
月
か
ら
で
あ
っ
た
。

5
．
結
語

福
祉
社
会
を
目
指
し
た
社
会
主
義
者
た
ち
が
優
生
学
の
社
会
政
策
へ
の
応
用
を
試
み
た
そ
の
理
念
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会

に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
。
当
時
の
彼
ら
が
求
め
て
い
た
「
福
祉
」
と
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
貧
困
者
、
障
が
い
者
や
遺
伝
性
の
疾
病
に
苦
し

む
人
々
へ
の
個
人
の
権
利
な
い
し
福
祉
受
給
権
を
ま
っ
た
く
前
提
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
会
員
、
そ
し
て
北
欧
の
政

権
を
担
当
し
た
社
会
民
主
主
義
者
た
ち
は
、「
福
祉
」
を
マ
ン
パ
ワ
ー
へ
の
投
資
と
み
て
い
た
。
つ
ま
り
、
社
会
全
体
の
生
産
性
を
向
上

す
る
組
織
に
よ
っ
て
、
社
会
が
一
層
再
生
産
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
彼
ら
の
い
う
「
福
祉
」
だ
、
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
分
野
に
介
在
し
、

当
時
明
快
な
存
在
感
を
有
し
て
い
た
優
生
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
背
反
し
た
概
念
の
共
存
で
も
あ
る
。
ス

ペ
ク
ト
ロ
フ
ス
キ
ー
ら
は
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
に
お
け
る
優
生
学
の
位
置
に
つ
い
て
、
決
し
て
科
学
主
義
に
よ
る
模
範
的
定
義
や
固

定
的
で
し
っ
か
り
と
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
劣
化
し
た
操
作
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
、
と

結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
優
生
学
的
社
会
政
策
を
許
容
し
た
現
代
に
も
通
じ
る
共
通
の
理
念
は
、
福
祉
国
家
を
実
現

す
る
手
段
と
し
て
の
生
産
至
上
主
義
と
国
家
集
産
主
義
に
か
な
う
人
材
を
選
ぶ
、
個
人
の
選
抜
と
集
団
の
効
率
化
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
個

人
の
尊
厳
や
共
生
社
会
に
つ
い
て
の
考
慮
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
こ
の
思
想
的
基
礎
は
現
代
福
祉
国
家
を
支
え
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
ま

さ
し
く
共
通
性
を
持
つ
と
い
う
点
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
、
経
済
学
的
社
会
政
策
が
置
き
去
り
に
し
た
負
の
視
点

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

優
生
学
が
、
同
じ
こ
ろ
ま
こ
と
し
や
か
に
論
じ
ら
れ
た
怪
し
げ
な
「
人
体
測
定
学
（anthropom

etry

）」
と
と
も
に
、
歴
史
の
片
隅
に

（
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追
い
や
ら
れ
る
と
し
て
も
、
一
時
的
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
許
容
し
た
社
会
政
策
が
、
今
後
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
向
性
を
展
望

し
て
み
よ
う
。
優
生
学
の
駆
逐
に
よ
っ
て
障
が
い
者
、
認
知
症
や
先
天
性
の
疾
病
で
苦
し
ん
で
い
る
人
々
が
少
な
く
と
も
過
去
や
現
在
よ

り
も
安
定
し
た
社
会
の
中
で
肯
定
さ
れ
る
存
在
と
な
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
ら
の
集
団
が
新
た
な
社

会
の
担
い
手
と
し
て
台
頭
し
、
社
会
的
に
発
言
す
る
可
能
性
は
薄
い
。
こ
れ
を
逆
説
的
に
考
え
れ
ば
、
従
来
弱
い
立
場
に
置
か
れ
、
少
数

派
と
さ
れ
て
い
た
人
々
の
中
に
は
、
現
代
社
会
で
新
た
な
勢
力
と
な
り
う
る
潜
在
力
を
有
し
、
現
に
そ
の
兆
候
が
表
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
人
々
と
は
す
な
わ
ち
女
性
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
な
ど
で
あ
る
。
追
求
さ
れ
て
き
た
生
産
的
福
祉
社
会
に
こ

れ
ら
の
集
団
は
文
化
的
な
意
味
か
ら
新
た
な
視
点
を
加
え
る
役
割
が
ま
す
ま
す
期
待
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
優
生
学
が
主
要
な
対
象
と
し
た
人
口
政
策
は
、
い
ま
な
お
深
刻
な
問
題
と
し
て
社
会
政
策
の
課
題
で
あ
る
。
ス
テ
ロ
タ
イ
プ

的
思
考
と
し
て
、
福
祉
国
家
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
し
続
け
る
た
め
に
は
、「
合
理
的
」
で
「
効
率
的
」
な
福
祉
政
策
が
当
然
の
よ
う

に
主
張
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
の
財
政
に
と
っ
て
負
担
の
な
い
「
健
全
な
」
人
口
集
団
の
維
持
が
望
ま
れ
る
動
き
が
強
化
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
で
「
厄
介
者
」
と
み
ら
れ
て
い
る
人
口
集
団
が
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
投
下
す
る
財
源
お
よ
び
物
的
・
人
的
資
源
の
投
入
が
間
断
な

く
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
予
防
せ
ず
に
放
置
す
れ
ば
、
保
健
医
療
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
公
的
な
費
用
の
維
持
が
や
が
て
困
難
に

な
る
の
が
自
明
で
あ
る
。
巧
妙
に
体
裁
を
変
え
た
優
生
学
は
、
福
祉
国
家
維
持
の
名
の
も
と
に
、
再
現
さ
れ
や
す
い
状
況
が
続
い
て
い
る

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
を
要
約
す
る
と
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
今
日
の
ヒ
ト
・
ゲ
ノ
ム
の
研
究
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
の
優
生
学
と
連
動
す
る

と
み
ら
れ
る
医
学
を
主
軸
に
し
た
周
辺
諸
科
学
の
発
達
は
著
し
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
成
果
が
社
会
学
や
政
治
学
の
領
域
へ
と
浸
透
す

る
機
会
は
、
以
前
に
比
べ
て
も
多
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
科
学
は
あ
く
ま
で
も
現
在
の
到
達
点
を
示
す
だ
け
で
、
十
分
に
成

（
lii）

五
六



優
生
学
と
社
会
政
策
（
矢
野
）

（
六
四
三
）

熟
し
、
完
成
さ
れ
た
体
系
と
は
い
え
な
い
。
医
師
の
中
に
は
、
今
日
の
到
達
点
を
根
拠
に
、
こ
と
さ
ら
に
そ
れ
を
政
治
や
社
会
に
応
用
し

よ
う
と
す
る
集
団
が
存
在
す
る
。
同
じ
よ
う
に
社
会
学
者
等
の
中
に
も
今
日
の
自
然
科
学
の
成
果
を
社
会
や
政
治
に
積
極
的
に
受
け
入
れ

よ
う
と
す
る
人
々
も
多
い
。
優
生
学
の
歴
史
分
析
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
危
険
な
兆
候
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
平
和
を
求
め
、

戦
争
を
さ
け
よ
う
と
す
る
世
界
各
国
の
政
治
統
治
の
中
で
、
軍
事
の
専
門
家
が
自
分
の
専
門
性
を
根
拠
に
し
て
政
治
に
介
入
す
る
際
の
危

険
性
と
似
通
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
と
同
様
に
、
社
会
政
策
が
求
め
る
人
間
社
会
の
幸
福
と
安
定
の
追
求
は
、
そ
れ
が
常
に
未
完
成
で
発

展
途
上
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
理
念
や
問
題
解
決
の
手
法
に
は
一
層
の
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
筆
者
が
社
会
政
策
学
会
第
一
二
九
回
秋
季
大
会
（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
二
日
）
で
報
告
し
た

論
題
、「
優
生
学
と
日
本
の
社
会
政
策
」
に
お
け
る
フ
ル
ペ
ー
パ
ー
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
i
） 

優
生
学
は
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
北
欧
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
等
の
、
宗
教
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
支
配
的
な
国
々
で
発

達
・
普
及
し
た
。
他
方
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
が
支
配
的
な
国
々
で
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
。
ち
な
み

に
、
社
会
主
義
実
験
国
で
あ
っ
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
ソ
連
）
も
ま
た
、
優
生
政
策
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
。

（
ii
） 

優
生
学
を
根
拠
と
し
、
い
か
に
し
て
「
優
秀
」
な
人
間
を
増
加
さ
せ
、「
劣
悪
」
な
人
間
を
減
少
さ
せ
る
か
、
を
目
的
と
す
る
思
想
。

（
iii
） 

こ
れ
に
該
当
す
る
日
本
の
立
法
は
二
つ
で
あ
る
。
第
一
は
ら
い
予
防
法
（
一
九
四
八
年
施
行
、
一
九
九
六
年
廃
止
）
で
あ
る
。
第
二
は
優
生
保

護
法
（
一
九
四
八
年
施
行
、
一
九
九
六
年
法
律
条
文
中
の
「
優
生
思
想
」
が
こ
と
ご
と
く
排
除
さ
れ
、
名
称
変
更
に
よ
り
母
体
保
護
法
と
な
る
）
で

あ
る
。
こ
の
二
法
が
同
じ
年
に
施
行
さ
れ
、
同
じ
年
に
廃
止
な
い
し
内
容
変
更
さ
れ
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
iv
） 

優
生
思
想
を
具
体
的
な
法
制
度
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
政
策
。

（
v
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
八
藤
後
忠
雄
、
水
谷
徹
（
二
〇
〇
五
）、「
障
害
者
の
生
存
権
と
優
生
思
想　

│
障
害
児
教
育
へ
の
示
唆
と
展
望
│
」、
文

五
七



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
）

（
六
四
四
）

教
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
Vol.
三
九
、
七
九
│
八
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
vi
） 

米
本
昌
平
、
松
原
洋
子
、
橳
島
次
郎
、
市
野
川
容
孝
著
（
二
〇
〇
〇
）、「
優
生
学
と
人
間
社
会
」、
講
談
社
現
代
新
書

（
vii
） 
た
と
え
ば
藤
野
豊
（
一
九
九
八
）、『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
優
生
思
想
』、
か
も
が
わ
出
版
、
が
あ
る
。

（
viii
） 
杉
田
菜
穂
（
二
〇
一
〇
）、『
人
口
・
家
族
・
生
命
と
社
会
政
策　

日
本
の
経
験
』、
法
律
文
化
社

杉
田
菜
穂
（
二
〇
一
三
）、『＜

優
生＞

・＜

優
境＞

と
社
会
政
策
』、
法
律
文
化
社

（
ix
） 

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、『
優
生
思
想
の
歴
史　

生
殖
へ
の
権
利
』、
明
石
書
店

（
x
） 

優
生
学
に
よ
る
優
生
政
策
を
、
法
及
び
制
度
と
し
て
具
体
的
に
実
現
し
よ
う
と
人
々
に
働
き
か
け
る
運
動
。

（
xi
） S

pektorow
ski A

. and Ireni-S
aban L

. 

（2014

） P
olitics of E

ugenics P
roductism

, population, and national w
elfare, R

outledge.

（
xii
） B

roberg G
. &
 R
oll-H

ansen N
. 

（ed.

）（2005

）, E
ugenics and the W

elfare S
tate N

orw
ay, S

w
eden, D

enm
ark and F

inland, 

M
ichigan S

tate U
niversity P

ress.

（
xiii
） 

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
六
二
頁

（
xiv
） W

ebb, S
. 

（1909

）, “E
ugenic and the poor law

s” T
he B

ritish M
edical Journal, D

ecem
ber 25, p.1808.

（
xv
） 

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
六
五
頁

（
xvi
） 

以
上
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
及
び
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
ら
の
著
述
は
、
拙
著
、「
福
祉
と
優
生
学
」、『
政
経
研

究
』
第
五
一
巻
第
二
号
、
一
八
二
│
一
八
五
頁
の
文
章
及
び
出
典
引
用
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、
本
稿
の
研
究
目
的
及
び
趣
旨
が
、
特
に
フ
ェ
ビ

ア
ン
社
会
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
あ
え
て
重
複
す
る
記
述
を
行
っ
た
。

（
xvii
） 

シ
ド
ニ
・
ウ
ェ
ッ
ブ
（
一
九
一
九
）、「
貧
窮
と
人
種
改
良
」、『
大
日
本
優
生
会
々
報
』
第
三
号
、
三
二
頁
、
平
田
勝
政
（
二
〇
〇
二
）、「
大
日

本
優
生
会
の
研
究
」、『
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
・
教
育
科
学
』、
vol.
六
三
、
二
〇
頁
、「『
大
日
本
優
生
会
々
報
』
第
三
号
の
目
次
」
よ
り
引
用
。

（
xviii
） 

優
生
学
に
よ
る
優
生
思
想
を
信
奉
す
る
集
団
の
こ
と
。

（
xix
） 

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
四
五
頁

（
xx
） 

ト
ロ
ン
ブ
レ
イ
著
、
藤
田
真
利
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）、
五
七
頁

五
八



優
生
学
と
社
会
政
策
（
矢
野
）

（
六
四
五
）

（
xxi
） T

hom
son M

. 

（1998

）, T
he P

roblem
 of M

ental D
efi ciency, E

ugenics, D
em
ocracy, and S

ocial P
olicy in B

ritain, c.1870-1959, 

O
xford H

istorical M
onographs.

（
xxii
） 
二
文
字
理
明
、
椎
木
明
（
二
〇
〇
〇
）、『
世
界
人
権
問
題
叢
書
38　

│
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
発　

強
制
不
妊
手
術
報
道
│
』、
明
石
書
店
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
強
制
不
妊
手
術
関
係
年
表
よ
り
引
用
。

（
xxiii
） B

roberg G
. &
 R
oll-H

ansen N
. 

（ed.

）（2005

）, p.262.

（
xxiv
） 

実
際
、
当
時
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
皇
で
あ
っ
た
ピ
オ
一
一
世
は
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
三
一
日
付
の
「
貞
淑
な
婚
姻
に
つ
い
て
の
回

勅
」
に
お
い
て
、
優
生
学
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
反
す
る
と
し
て
公
に
非
難
し
て
い
た
。

（
xxv
） S

pektorow
ski A

. and Ireni-S
aban L

. 

（2014

）, p.49.

（
xxvi
） 

日
本
の
優
生
学
を
紹
介
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
鈴
木
善
治
（
一
九
八
三
）、『
日
本
の
優
生
学
』、
三
協
科
学
選
書
、
柿
本
佳
美

（
二
〇
〇
九
）、「
近
代
日
本
の
優
生
学
の
受
容
と
科
学
主
義
」、
大
阪
大
学
知
識
ア
ー
カ
イ
ブ
、
等
が
あ
る
。

（
xxvii
） S

pektorow
ski A

. and Ireni-S
aban L

. 

（2014

）, p.47.

（
xxviii
） 

八
藤
後
忠
雄
、
水
谷
徹
（
二
〇
〇
五
）、「
障
害
者
の
生
存
権
と
優
生
思
想　

│
障
害
児
教
育
へ
の
示
唆
と
展
望
│
」、
文
教
大
学
教
育
学
部
紀

要
、V

ol.39, pp.79-86.

（
xxix
） 

財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終

報
告
』、
一
九
五
頁

（
xxx
） 

大
澤
健
二
（
一
九
〇
五
）、「
体
質
改
良
ト
社
会
政
策
」、『
東
京
医
事
新
誌
』
第
一
三
九
一
号
、
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン

病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終
報
告
』、
一
九
五
頁

（
xxxi
） 

丘
浅
次
郎
（
一
九
〇
五
）、
編
集
復
刻
版
（
二
〇
〇
一
）、「
進
化
論
と
衛
生
」、『
国
家
医
学
界
雑
誌
』
第
二
二
一
号
、
財
団
法
人
日
弁
連
法
務

研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終
報
告
』、
一
九
五
頁

（
xxxii
） 

福
原
義
柄
（
一
九
一
四
）、『
社
会
衛
生
学
』、
南
江
堂
、
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議

（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終
報
告
』、
一
九
五
頁

五
九



政
経
研
究　

第
五
十
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
）

（
六
四
六
）

（
xxxiii
） 

平
塚
ら
い
て
う
の
優
生
学
的
思
想
の
傾
向
を
確
認
す
る
に
は
、
園
井
ゆ
り
（
二
〇
〇
四
）、「
優
生
思
想
の
社
会
史
序
説
：
明
治
以
降
の
日
本
社

会
を
例
に
」、『
人
間
科
学
共
生
社
会
学
』、
四
巻
、
四
三
│
五
九
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
xxxiv
） 
藤
野
豊
（
一
九
九
八
）、『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
優
生
思
想
』、
か
も
が
わ
出
版
、
八
四
│
一
一
二
頁

（
xxxv
） 
新
井
利
佳
（
二
〇
〇
八
）、「
雑
誌
『
優
生
運
動
』
に
み
る
優
生
学
と
社
会
事
業
家
│
池
田
林
儀
の
論
文
を
中
心
に
」、『
関
西
学
院
大
学
社
会
学

部
紀
要
』、
第
一
〇
五
号
、
一
七
三
│
一
八
七
頁

（
xxxvi
） 

市
川
源
三
（
一
九
三
五
）、『
女
性
文
化
講
話
』、
明
治
図
書
株
式
会
社
、
二
〇
九
頁
、
編
集
復
刻
版
（
二
〇
〇
一
）、『
性
と
生
殖
の
人
権
問
題

資
料
集
成　

第
一
八
巻
』、
不
二
出
版
、
六
一
│
六
九
頁

（
xxxvii
） 

平
田
勝
政
（
二
〇
〇
二
）、「
大
日
本
優
生
会
の
研
究
」、『
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
・
教
育
科
学
』、vol.63, p.15-29.

（
xxxviii
） 

市
川
源
三
（
一
九
三
五
）、『
女
性
文
化
講
話
』、
明
治
図
書
株
式
会
社
、
二
〇
九
頁
、
編
集
復
刻
版
（
二
〇
〇
一
）、『
性
と
生
殖
の
人
権
問
題

資
料
集
成　

第
一
八
巻
』、
不
二
出
版
、
六
六
│
六
七
頁

（
xxxix
） 

財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終

報
告
』、
二
〇
一
頁

（
xl
） 

「
帯
患
者
結
婚
制
限
法
制
定
ニ
関
ス
ル
建
議
案
」
お
よ
び
「
帯
患
者
結
婚
制
限
法
制
定
ニ
関
ス
ル
建
議
案
理
由
書
」、『
五
十
七
│
五
十
八
帝
国

議
会
衆
議
院
上
奏
・
建
議
・
決
議
・
動
機
・
質
問　

一
九
二
九
│
三
○
』、
国
会
図
書
館
蔵
、
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問

題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終
報
告
』、
二
〇
二
頁
、
か
ら
の
引
用
に
よ
る
。

（
xli
） 

編
集
復
刻
版
（
二
〇
〇
一
）、『
性
と
生
殖
の
人
権
問
題
資
料
集
成　

第
一
八
巻
』、
不
二
出
版
所
収
、
二
│
四
頁

（
xlii
） 

財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終

報
告
』、
一
九
一
│
一
九
二
頁

（
xliii
） 

財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終

報
告
』、
一
九
八
頁

（
xliv
） 

財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終

六
〇



優
生
学
と
社
会
政
策
（
矢
野
）

（
六
四
七
）

報
告
』、
一
九
九
頁

（
xlv
） 

新
聞
記
事
文
庫　

衛
生
保
健
（
六
│
一
九
八
）、
読
売
新
聞
、
一
九
三
六
．
一
二
．
一
三

（
xlvi
） 
永
井
潜
（
一
九
三
六
）、『
優
生
学
概
論
』、
雄
山
閣
、
四
一
│
五
三
頁
、
編
集
復
刻
版
（
二
〇
〇
一
）、『
性
と
生
殖
の
人
権
問
題
資
料
集
成　

第
一
八
巻
』、
不
二
出
版
、
一
九
四
│
一
九
七
頁

（
xlvii
） 

財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
・
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
（
二
〇
〇
五
）、『
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
検
証
会
議
・
最
終

報
告
』、
二
〇
二
頁

（
xlviii
） 

内
務
大
臣
官
房
文
書
課
、
厚
生
省
厚
生
大
臣
官
房
文
書
課
（
一
九
三
八
）、『
内
務
厚
生
時
報
』、
第
三
巻
一
二
号
、
四
八
頁

（
xlix
） S

pektrow
ski, A

. 
（2004

）, T
he E

ugenic R
aem
ptation in S

ocialism
, Journal of C

ontem
porary H

istory and S
ociety, 46

（01

）, 

pp.84-106.

（
l
） S

pektorow
ski A

. and Ireni-S
aban L

. 

（2014

）, p.170.

（
li
） S

pektorow
ski A

. and Ireni-S
aban L

. 

（2014

）, p.171.

（
lii
） 

わ
が
国
で
も
一
九
三
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
民
族
衛
生
学
会
（
の
ち
の
日
本
民
族
衛
生
協
会
）
が
、「
国
民
優
生
法
」
成
立
を
理
論
づ
け
る

基
礎
の
形
成
と
い
う
同
様
の
歴
史
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
医
学
的
お
よ
び
政
治
的
思
想
に
大
き
な
影
響

を
受
け
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

六
一




